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Ⅳ 既に採択されている方へ

１．平成２５年度に継続が予定されている研究課題（以下「継続研究課題」という。）の取扱いについて

継続研究課題については、応募書類の提出は必要ありません（なお、科研費の交付を受けるためには、

交付内定通知受領後、交付申請書等の必要書類を作成し、提出する必要があります。）。

２．学生が研究代表者となっている継続研究課題の取扱いについて

大学院生等の学生は、科研費に応募することができません。このため、学生については、その所属する

研究機関又は他の研究機関において研究活動を行うことを職務として付与されている場合であっても、応

募することができません。

ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者（例：大学教員

や企業等の研究者など）で、学生の身分も有する者については、ここでいう「学生」には含まれません。

３．研究成果報告書の未提出者が研究代表者となっている継続研究課題の取扱いについて

新規研究課題と同様、研究終了後に研究成果報告書を理由なく提出しない研究者については、科研費の

交付等を行いません。また、当該研究者が交付を受けていた科研費の交付決定の取消及び返還命令を行う

ことがあります。

さらに、研究成果報告書の提出が予定されている者が理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、

提出予定年度に実施している他の科研費の執行停止を求めることとなります。


